
（別紙４）支障物件

※必要に応じて試掘を行い、各物件に支障がない
ようにすること。

※その他支障となる物件がないか着手前に確認し、
立会・協議等を行うこと。

※その他支障となる物件がある場合は、その物件の
管理者への連絡と併せて発注者へ連絡すること。

※プロムナード入口から緑地にかけてボックスカ
ルバートが入っているため、支障がないようにすること。

※支障物件のルートは参考であるため、必ず各管理
者へ確認を行い、必要に応じて立会等を行うこと。
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